
○ 京都府議会子育て環境の充実に関する

特別委員会規程            

                  （令和５年５月 26 日）

（設置）

第１条 京都府議会に子育て環境の充実に関する特別委員会（以下

「委員会」という。）を置く。

（調査）

第２条 委員会は、出会い、結婚、妊娠、出産、保育・教育及び就

労に至るまでの子育て環境の充実のための施策（貧困対策、ひと

り親家庭対策、ひきこもり対策、児童虐待対策及びいじめ対策を

含む。）について調査し、及び研究する。

（構成）

第３条 委員会は、委員 12 人をもって構成する。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に、委員長及び副委員長２人を置く。

   附 則

この規程は、令和５年５月 26 日から施行する。


